
 

 小牧市男女共同参画審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和２年１２月７日  

 

 

                小牧市長  山  下  史守朗       

 

 

小牧市規則第６７号  



 

   小牧市男女共同参画審議会規則の一部を改正する規則     

 

 小牧市男女共同参画審議会規則（平成１５年小牧市規則第１４号）の一

部を次のように改正する。  

 第６条中「教育委員会事務局」を「こども未来部」に改める。  

   附  則  

 この規則は、令和２年１２月１９日から施行する。  


